
 

令和 5 年 7 月 12 日 

  事  業  者                   
受講希望者   様 
 
 

  鳳輪建設業協会 
珠洲建設業協会 

（石川労働局長登録教習機関） 

【実施機関】一般社団法人奥能登総合労働基準協会  

                   【事務処理】一般社団法人七尾労働基準協会 
 
           穴水会場  

不整地運搬車運転技能講習のご案内         

労働安全衛生法では、最大積載量が 1 トン以上の不整地運搬車の運転操作の業務は、
不整地運搬車運転技能講習を修了した者でなければ、当該業務に就かせてはならない
と定められています。 

つきましては、資格の必要な方は是非ともこの機会に受講願います。 
             ※運搬車整備等による臨時的操作も運転資格が必要です！ 

※新型コロナ感染対策については、政府発表の対策を全日実施します。 

         

    

【無資格作業適用罰則：労働安全衛生法第１０９条→６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金】 
 

記  
                                          

1  実施月日･会場 ( 学科 1 日・実技 1 日の 2 日間講習です) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
2   受講資格   次の A～F のいずれかに該当する方です。             

A. 大型特殊自動車免許を有する方。 

B. 車両系建設機械(整地等又は解体用）運転技能講習を修了された方。 

 ※9/20～9/29 穴水でこの車両系講習を開催します。必要な方は本講習と併せて受講ください！ 

C. 自動車免許（普通以上）を有し、登録教習機関が実施の不整地運搬車の特別教育修了し、 

最大積載量が 1 トン未満の不整地運搬車の運転業務に３ケ月以上従事された経験を有する方。 

D. 自動車免許（普通以上）を有し、登録教習機関が実施の車両系建設機械（整地等又は解体用）の

特別教育修了し、機体重量が 3 トン未満の車両系建設機械の運転業務に３ケ月以上従事された

経験を有する方。 

E. １級の建設機械施工管理技術検定（トラクター系以外）に合格された方。 

F. ２級の建設機械施工管理技術検定（第２～６種）に合格された方。 

 ※受講申込書に、必要な資格証の写等を添付し、学科当日原本確認となります！ 

学

科 

◆ 10月 3日(火） ※8:50～18:20 穴水町さわやか交流館プルート 

穴水町大町ト 3-3(       0768-52-1800) 

 

実
技 

◆ 10 月 4 日(水) 8:50～15:00 鳳珠郡以北で実施 

(学科時に詳細ご案内) 
(予備日)10 月 5 日(木) 8:50～15:00 

※実技は受講者 10人単位で実施のため、申込者が所定の人数以上となった場合は予備日となります。 



                       

 

３  申込期日   令和 5 年 9 月 21 日（木）まで 

※受講の申込みはお早めにお願いします。 

 
4  定  員   30 名  

※申込期日(9/21・木)までに受講希望者が 10 名未満の場合は中止となります。  

           中止となった場合は、9 月 22 日に申込者に連絡いたします。 

                     以上、ご了承のうえお申込み願います。 

 
５  受講申込み・受講料納入の方法  

(1)受講申込書に所要事項を記入のうえ、受講申込書の添付書類欄に記載の受講資格 
を証する資格証の写等及び、写真（縦 30×横 24ｍｍ）2 枚を添付し、郵送して 

下さい。〒926-0852 (一社)七尾労働基準協会 七尾市小島町西部 19-2 宛 

             TEL 0767-52-5343   FAX 0676-52-2427 
 

(2)受講申込みをされた方には、 ①受講料納入先・口座・期日・料金のご案内 
                 ②受講申込書に受講番号を入れた受講票 

① ②を同時に FAX 送信いたしますので、期日までに受講料等を納入し、受講票 
は講習当日忘れずにご持参願います。 

   

６  受 講 料 等  

                           (円) 

受講料 消費税 テキスト代 合計 

38,000   3,800  2,123  43,923  

       ※助成金については次項 7 をご参照ください。      
 

７  助成金について(建設業の場合だけです) 
   この講習会を建設業の雇用保険の適用事業場の被保険者が受講された場合は、 

次の助成金が事業主に支給されます。 

  

建設業種の事業場 

 

48,100／１人 

【免除なし者➠受講料 38,000 円→費用合計 43,923 円の場合】 

（（受講料＋税＋テキスト）×75％）＋（7,600 円×2 日） 

                                            ≒ 48,100 円 

の助成金が支給されます。詳しくは、石川労働局職業安定部 

職業対策課 ☎076-265-4428 までお問い合わせ下さい。 

      

８  その地  
 ①この講習は、労働衛生法第 61 条（労働安全衛生規則第 41 条）に定める資格を取得 

  するための法定講習です。 

 ②この講習会で修了証を取得しますと、最大積載量に関わりなく全ての機種の不整 

地運搬車が全国どこでも運転できる者となります。  

③学科の講習日は、受講資格証の原本及び受講票・筆記具をご持参下さい。 

    実技講習の要項につきましては、学科講習時に詳しくご案内します。 

 

９  キャンセルについて  ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

                               ☆キャンセルの申出日によって次のとおり返金します。 

キャンセル申し出日 (土・日除く) 受講料(税込) テキスト代その他 

申込期日まで (9/21)  全額返金 全額返金 

申込期日翌日から講習 3日前まで(9/22～9/28)  全額返金 返金なし 

講習 2日前から講習前日まで(9/29～10/2) 80％返金 返金なし 

講習当日 返金なし 返金なし 

   ※ 新型コロナ感染等により開催が困難な事態となった場合は、受講料等の費用は 
全額返金とし、申請書類は保留となります。 

          ※ 返金を送金する場合は送金手数料が差引かれますのでご了承願います。 


